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広報紙に掲載の各事業は、変更になる場合があります。最新の情報はホームページなどでお知らせします。

マイナンバーカードの
便利な使い方

マイナちゃん▶

マイナンバーカードには、オンラインで転出の手続きができるなど
の便利な使い方が増えています。手続き方法などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。

�問 住民票・印鑑登録証明書…市民課☎内線1163
税・所得に関する証明書…課税課☎内線1241

【コンビニ交付】コンビニで住民票などが取得できます

コンビニ
交付

　コンビニ交付は、マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア
で住民票などの各種証明書が取得できるサービスです。

■取得できる証明書
●住民票の写し※住民票コード・個人番号（マイナンバー）を記載した住民票
は交付できません。●印鑑登録証明書●課税証明書・非課税証明書・所得証
明書・児童手当用所得等証明書※現年度のみ
■利用時間	6:30 ～ 23:00（メンテナンス日を除く）
■手数料	 各1通200円

◎窓口より100円安く取得できます。オンライン　
での転出

オンラインで転出の手続きができます �問 市民課☎内線1163

市外へ引っ越しをする際に、マイナンバーカードを持っている方は、ス
マートフォンなどを利用して、オンラインで転出の手続きと転入の予約が
できます。※日本国外への転出を除く。

■届け出ができる期間
引っ越し予定日の30日前から引っ越し後の10日まで
■届け出ができる対象
取手市に住民登録があり、以下の条件を満たす方
●マイナンバーカードを持っている（署名用電子証明書が有効なカードに限る）
●マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンかパソコンの
カードリーダーを持っている

▶マイナンバーカードの申請はお早めに �問 市民課☎内線1163
　12月2日に健康保険証が廃止予定です。廃止日近くになると、駆け込
みの申請などで窓口が大変混雑すると予想されます。マイナンバーカー
ドを取得希望の方は、お早めに手続きをお願いします。

カードの
申請方法

サポート
窓口

▶3月29日まで、オン
ライン手続きのサポー
ト窓口を設置します。

東日本大震災記録パネルを展示 �問 安全安心対策課☎内線1182

　東北地方をはじめ、茨城県でも大きな被害をもたらした東日本大震災から間も
なく13年となります。県内でも死者（震災関連死含む）・行方不明者合わせて60
人以上、住宅の全壊2,600棟以上となる大災害となりました。また、今年1月1
日には石川県能

の と
登半島を中心とした最大震度7の地震が発生しました。

　大地震はいつどこで起きるかわかりません。震災の記憶を途切れさせないため、
市は、県が収集・作成した東日本大震災に関する写真パネルを展示します。

日時 2月28日（水）～3月6日（水）8:30 ～ 17:15※土･日曜日含む
場所	 藤代庁舎エントランスホール

■広域交付制度の注意点
●郵送や代理人による請求はできません。
●戸籍証明書などを請求できる方（本人、配偶者、本人の父母・祖父母など（直
系尊属）、本人の子・孫など（直系卑属））が、市区町村の戸籍担当窓口で請求
する必要があります。
●窓口に来庁する方の顔写真付きの身分証明書（マイナンバーカード、運転免
許証など）の提示が必要です。
●コンピュータ化されていない場合や、個人事項証明書・一部事項証明書・
附票、きょうだいの戸籍証明書などは請求できません。

3月1日から

問 市民課☎内線1166
最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書などが取得できます

▶請求の流れ

申請人 市区町村役場
（非本籍地）

法務省
（戸籍情報連携システム）

①戸籍証明書などを請求

③戸籍証明書などの交付

②連携

A市
（本籍地）

C町
（本籍地）

B市
（本籍地）

本籍地の戸籍情報を請求先の
市区町村に連携

3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書などが取得でき
るようになります（広域交付制度）。また、本籍地を複数回変更している場合
でも、1カ所の窓口にまとめて請求できるようになるため、便利です。広域
交付制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

■取手市役所で請求できる窓口
市民課、取手支所、藤代総合窓口課
※現在の戸籍のみ即日で交付できます。相続などの場合
は、戸籍が複数にわたるため、発行までに数日かかるこ
とがあります。時間に余裕をもってご来庁ください。

法務省
ホームページ
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